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1．はじめに

　現代は情報コミュニケーション技術（Information and Communication 
Technology：ICT）を活用した教育の実践が求められている時代である．例えば

「第 2 期教育振興基本計画」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）においては，「ICT
の活用等による新たな学びの推進」が基本施策として示されている．ここでは「確

かな学力をより効果的に育成するため，言語活動の充実や，グループ学習，ICT
の積極的な活用をはじめとする指導方法・指導体制の工夫改善を通じた協働型・双

方向型の授業革新を推進する」（1）とされている．しかしながら，『高等教育機関等

における ICT の利活用に関する調査研究』の述べられている通り，現状は「先進

諸国と比較し，我が国に高等教育における ICT の教育的な利活用が抜本的に遅れ

ているという指摘がなされ続けて久しい」（2）．

　しかし，相対的に ICT の教育的利活用が進んでいるとされる先進諸国において

も ICT の教育シーンにおける利活用に際し問題が存在する．近年では SARO-
HINI によって，mooc のように高度化した現代的な ICT の教育における利活用

を実践に必要な「インストラクショナルデザインに必要な基本的な知識や能力は明

確にはなっていない」（3）と指摘されている．

　SAROHINI の指摘は現状に照らし合わせると奇妙な状況を浮かび上がらせる．

つまり，現代的な ICT の教育における利活用を実践に必須能力が不明であるにも

関わらず，その実践が世界的に行われているのである．ここから，実践者たちは手

探りで現代的な ICT の教育的利活用を行っている現状が推察される．

　本論ではこのように現代的な ICT の教育的利活用にあたり，その必須能力が明
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示されない問題点に着目して考察を行う．これにより，今後の ICT の教育的利活

用におけるインストラクショナルデザインを考察する上での課題を明瞭にし，現代

的な ICT の教育における利活用を行う必要能力を明らかにする一助となることを

目指す．

　ICT の利活用におけるインストラクショナルデザインに必要な基本的な知識や

能力は広範囲に及ぶ．そこで，本論では特に今後その重要性が増すと考えられる動

画に着目し，ICT を用いた教育支援システムと学習コンテンツの現状をふまえた

上で，動画作成にかかる ICT の教育的利活用に向けたインストラクショナルデザ

インと人材育成にかかる問題点を考察する．

2．ICT を用いた教育支援システムと学習コンテンツの現状

　知的教育支援システム（Intelligent Tutoring System：ITS）では，従来の知

識伝達型から知識構築型へシステム開発研究の主流が移った．これは構成主義理論

の登場による学習観の変遷，つまり「教授者から学習者へ一方的に知識を伝達する，

受動的な学習」から「学習者が自ら知識を構築する，能動的な学習」への学習理論

の変遷を受けてだが，これは ICT の進歩や情報インフラの整備により，システム

での実現が可能となったからとも言える．

　現在，教育支援システムはインストラクショナルデザインに合わせて利活用でき

る多様なシステムが提案，構築されている．

　e-learning は時間的，空間的制約なくオンデマンドで利用できる学習環境とし

て開発されてきた．e-learning システムはおおまかに言えば，学習コンテンツ

（データベース）と学習インターフェース，学習管理システム（Learning Man-
agement System：LMS）から構成されている．学習コンテンツはテキストのみ

ではなく，画像，音声，動画等のマルチメディアコンテンツが用いられ，これらを

学習者に配信するほか，教授者が保管，蓄積，また新しいものを作成できる機能を，

システムは有する必要がある．学習インターフェースは web ブラウザあるいは専

用ブラウザ上において，マルチメディアコンテンツを表示し，学習者からの入力操

作を受け付け，入力に対するリアクションを返すための仕組みで，システムの使い

易さ，学習のし易さに直結する．
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　LMS は e-learning を用いた自律学習や，教場学習と合わせたブレンデッドラ

ーニングにおいて非常に重要な役割を担う．学習コンテンツの配信や，それらを授

業科目やコース，カテゴリ等に分けて登録管理する機能，学習者個人毎の学習履歴

や成績の管理，それを学習者や教授者にフィードバックし学習のマネジメントを促

す，あるいはシステム自体が学習履歴をデータマイニングしアドバイスを行う機能，

教授者や同システムを利用する他の学習者を議論や協調学習が行える機能等を，シ

ステムは有する．

　言語学習では LL（Language Laboratory）教室，即ちテープレコーダ等を用

いて学習者が個別に発話学習や聴解学習を行える教室が，ICT の進歩により

CALL（Computer Assisted Language Learning）教室へと発展した．個々が

用いる AV 機器をコンピュータに置き換えたことによって，動画を中心としたマ

ルチメディアコンテンツが容易に利用できるようになり，またネットワークを介し

たグループワークによる会話練習や，教授者や学習者間によるデータの授受の機能，

更には音声言語処理や自然言語処理による解析結果を提示する学習エージェント機

能を，システムが有するようになった（4）．

　ICT の進歩は「学校のない社会」の実現にも寄与しようとしている．MOOCs 
（Massive Open Online Courses）はインターネット上で誰もが無料で受講でき

る大規模な開かれた講義のことで，概念自体は古くから提唱されていた．当時は実

現性の乏しい理想論と思われていたが，情報インフラの整備等によって，現在では

複数のプラットフォームにおいて世界中の教育機関が参加し，講義の提供や単位の

認定，修了証の発行までもが行われている．

　これら e-learning システムや CALL 等において，教育の根幹を担うのは学習

コンテンツであり，学習効果の高いコンテンツの作成はシステムにおいても非常に

重要である．コンテンツには従来のテキストベースのものや，画像や音声，動画等

を用いたマルチメディアコンテンツが活用されている．人間の知覚は視覚のみある

いは聴覚のみの入力に比べて，視覚と聴覚を共に用いたほうが効率的に働くと言わ

れており，また視覚においては文章よりも，図やそれが時間変化するアニメーショ

ン動画のほうが認知の負担は減少する．即ち文章テキストのみよりも，文章にナレ

ーション音声が加わったもの，画像を用いたもの，動画を用いたものが，学習に効

率的と考えられ，特に音声を伴う動画コンテンツの有用性が非常に高いと言える．
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このような動画のコンテンツの有用性を裏付ける調査・研究は数多く行われており，

古くは Hoban ら（5）の視聴覚教材にかかる調査を挙げることができる．現在では動

画コンテンツに対する教授者側からの需要は高く，個人レベルで動画コンテンツの

作成する環境提供を志向して動画加工編集機能を有する授業配信システムも多く存

在する．

　学習者と教授者，いずれの立場からも MOOCs を含めた授業配信において，授

業のコンテンツ化，つまり ICT を用いて音声を伴う動画として授業を学習コンテ

ンツに仕上げることは有用かつ必須と言える．

　しかし，動画コンテンツに対する需要は製作環境が整備されることだけでは応え

られない．一定の動画製作スキルを持った人材が必要となる．だが現状では，動画

コンテンツを作成する能力は教授者の自助努力によって獲得されなければならず，

結果としてコンテンツの質を保証することが困難になっている．

3．ICT と動画

　講義や授業は，それぞれ学習の目的があり達成を目指して設計される．同様に

「学習コンテンツ」として動画を作成するならば，それを用いる学習の目的があり

達成を目指して設計されなければならない．

　前述したように，人の認知からふまえると教育的なシーンにおいて動画コンテン

ツの有用性は高い．また，科学技術の発展とともに動画の製作環境がより安価に，

より容易になってきたため，今後その教育コンテンツとしての動画が積極的に製作

されていくことは予想に難くない．例えば鈴木が指摘（6）するように，講義ビデオ

の撮影技法は e-learning 教材の設計上に必要な事象の一つとして挙げられている．

　しかし，動画を用いた教育実践自体は新しいものではないにも関わらず，具体的

に動画製作に含まれる要素のうちどのような能力が必要かを示す研究は盛んではな

く，体系化も行われていない．そして，今日に至るまで教育の動画コンテンツその

もの質に関するガイドラインは明瞭に共有されるものとして定められていない，と

いった問題点が存在する．



148　　人文・自然研究　第 12 号

3．1．コンテンツの質に関するガイドライン
　ICT を活用した教育において，動画コンテンツを含めた学習コンテンツの質に

ついては，各教育機関がそれぞれのポリシーに従い担保されているのが一般的であ

る．一方で e-xcellence の活動のように，共有できるガイドラインを策定する活

動も行われている．e-xcellence は学習コンテンツの質保証のマニュアル Quality 
Assessment for E-learning: a Benchmarking Approach（7）を共有・活用を促

す CC-BY-NC-ND で配布している．これは，欧州の遠隔教育大学の連合である

EADTU に加盟する大学と政府関連機関で開発されたものである．Quality 
Assessment for E-learning では学習コンテンツの質保証に関するガイドライン

が述べられている．ここでは全部で 6 章に分けられて，それぞれに学習コンテン

ツを構成する上で何をどのように含むべきかについて学習者を中心に置いたデザイ

ンのあり方，つまり e-learning の質について述べられている．Quality Assess-
ment for E-learning は 2007 年度から版を重ね，現行では 2016 年度の Third 
edition が最新版として利用できる．

　しかし，体系化されたガイドラインである Quality Assessment for E-learn-
ing においても，動画を用いる上でコンテンツとして質的な基準は全く示されてい

ない．e-xcellence の活動は e-learning コンテンツのガイドラインの制定を目指

し，2007 年に 1st edition を発行して以降，現在に至るまで継続された活動であ

るが，これから重要性を増していくと考えられる動画の質について語られていない．

　日本においては e-xcellence のガイドライン制定を目指す活動とは異なるが，

ICT の教育的な利活用を促すために，放送大学が「大学教員のための ICT 活用ヒ

ント集」（8）等を公開しており充実した内容になっている．ここでは「授業用映像撮

影のポイント」「授業用音声録音のポイント」「授業用映像音声編集のポイント」等

が動画製作にかかる「ヒント」が示されている．これらのコンテンツは「ヒント」

として，動画コンテンツを製作する上で有効である．

　では，放送大学のような動画の製作に関する内容を質的な指針に変換し，ガイド

ライン化することは不可能なのであろうか．

　動画は必要な機器類を製作意図に沿って操作することで生成される．また，製作

意図に対する操作の適切さの度合いにより動画の品質は変化する．ここから，学習

コンテンツの作成に必要な機器類を，目指す品質に対して適切に操作することによ
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って成果物である動画の質を担保すると考えられる．ならば，放送大学の示す「ヒ

ント」などをもとに質的に望ましい作業行為のあり方を明示化することによって，

動画の質に関するガイドラインの制定が可能であるかのようにも捉えることができ

る．なぜ，動画の質に関するガイドラインはこれまで制定されてこなかったのであ

ろうか．

3．2．動画の品質に関するガイドライン制定の難しさ
　動画による学習コンテンツのガイドライン制定にかかる問題点は，類似研究（9）

をふまえると次のように述べることができる．動画製作の能力は「形式知」の領域

と「暗黙知」の領域がある．「形式知」とは言語化や記号等によって説明や表現が

行える知識である．そして「暗黙知」とは非言語的手法によって獲得される知識で

あり，その性質上マニュアル化は困難である．つまり，動画の製作行為には言語化

や記号化によって容易に明示化できない領域がある．例えば放送大学の取り組みで

ある「大学教員のための ICT 活用ヒント集」の中で提示された製作支援コンテン

ツは動画製作のうち「形式知」の領域に限定したものであり，「暗黙知」の領域は

担保できない種類のものである．ここから，「暗黙知」の領域において獲得されう

る動画の製作能力が動画の質に少なからぬ影響があるため，ガイドライン化が困難

であると考えられる．また，現代的なインストラクショナルデザインに必要な能力

のうち，動画にかかる能力が明示されない理由も同様である．

　現代的なインストラクショナルデザインに必要である能力の一つとして「動画の

製作能力」と述べることは可能である．しかしながら「動画の製作能力」には言語

化や記号化できない領域まで含まれており，具体的かつ詳細に示すことは困難であ

る．

　通信技術の向上により，ICT の教育的利活用に求められる・期待される学習コ

ンテンツが複雑化し，それら個別の製作能力がインストラクショナルデザインに求

められるようになった．結果として，現代的な学習コンテンツを製作する上で必要

とされる要素の一つである動画製作の領域において必要な能力が明示できていない

状況が問題として浮かび上がってきたのである．

　同根の問題として日本では人的な環境的側面からの問題も存在する．野中ら（10）

が述べているように「暗黙知」は「特定状況に関する個人的な知識」であり，いわ
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ば属人的なものである．「暗黙知」の蓄積を目指す環境は，ICT の教育的利活用を

行う日本の現場の現状において整っているとは言えない．例えば，ICT を活用し

た教育コンテンツについて「自力で制作するためのスタッフが十分とは言えない．

多くの大学では非常勤職員を雇用している」（11）と現状が報告されている．雇用形態

が非常勤である以上，属人的な知識の蓄積は期待できない．結果的に動画による

ICT を活用した教育，学習コンテンツ製作に必要な「暗黙知」を「形式知」化す

るための手がかりを環境的に失っているのである．

4．まとめ

　本論では現代的な ICT の教育的利活用について，動画に着目してインストラク

ショナルデザインに必要な能力が明示されない問題点とその要因の考察を行った．

　動画製作にかかる ICT の教育的利活用の状況を解決することは容易ではない．

しかし，本考察で示した問題を迂回したまま ICT を利活用した教育を推進するこ

とは，網羅的ではない実践の推進しか行われないことを意味し，健全とは言えない．

　ICT の教育的利活用を推進するためには，本論で示した考察を含め，コンテン

ツ作成にかかる問題点を明らかにし，共有化するところから始めなければならない．
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